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我々はかねてより、現行の診療報酬体系（特に基本診療料）において、診療に要する

諸費用が明確かつ適切に評価されてこなかったことを踏まえ、その是正に向けた検討の

必要性を主張してきた。それは、エビデンスに基づいた形で、国民から理解と納得を得

られる診療報酬点数の設定を行うためである。 

基本問題小委員会における基本診療料に関する今後の具体的な検討の進め方につい

て、以下の通りの提案を行う。 

 

１．基本診療料のあり方に関する中長期的な検討 

中長期的な取組みとして、入院診療の要をなす一般病棟入院基本料の定義付けに関す

る議論を行うことを提案する。 

入院基本料は、平成１２年度に入院時医学管理料、看護料、室料・入院環境料が包括

されて設定されたものであるが、現状では入院基本料の中で何をどのように評価してい

るかが不明確となっている。例えば、医学管理について見ると、入院基本料だけではな

く、加算や特掲診療料にも医学管理を評価する項目があり、それらがどういう基準で切

り分けられて評価されているのか、必ずしも明らかではない。その他の費用についても

同様であり、要するに、基本診療料とそれ以外にまたがって評価されている費用につい

て、点数設定の基本的な考え方が整理されていないのが実態である。そして、入院基本

料はもっぱら看護配置基準ありきで評価される構造になっており、評価体系として適切

とは言えない。 

 そこで、まずは、一般病棟入院基本料について、包括化前の入院時医学管理料、看護

料、室料・入院環境料という内訳に遡りながら、①基本的な医学管理に必要な費用、②

基本的な医療従事者配置に必要な費用、③基本的な施設・設備及び環境の維持に必要な

費用として、それぞれに含まれる内容を具体的に項目立てする形で明確に定義付けして

いくことを提案したい。その上で、一般病棟入院基本料の評価体系のあり方、加算や特

掲診療料による評価との関係等について検討していくこととしたい。 

これらの検討を進めるに当たっては、まずは基本問題小委員会において基本的な議論

を行った上で、技術的な内容については、基本問題小委員会の下にワーキンググループ
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を設置し、そこで詳細な検討を行う（その際、検討状況を随時基本問題小委員会に報告

し、その了承を得ながら検討を進める）ことを提案したい。なお、初・再診料やその他

の入院基本料、特定入院料等については、一般病棟入院基本料に関する検討を踏まえた

形で議論を進めていくこととしたい。 

 

２．次期改定までの短期的な対応 

次期改定までに検討すべき基本診療料をめぐる課題については、基本問題小委員会に

おいて、上記の中長期的な検討とは切り離して議論していくことを求める。 

具体的には、入院基本料の場合、看護師の月平均夜勤時間に関する７２時間ルールや

今年度診療報酬改定で包括化された栄養管理実施加算の基準を満たさない場合の診療

報酬上の対応等が挙げられるが、個別の論点に関する見解については、今後の議論の中

で適宜指摘していきたい。外来の初・再診料についても同様に必要な議論を行った上で、

可能なものは次期改定において反映させたい。 
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